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このコーナーでは、猪名川町の取り組みの中で意外と知られてい
ない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します！

秘密
厳守
秘密
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 Consultation Desk For Foreign Residents（外国人生活支援相談）  
▶ Monday,Wednesday ～ Friday 9:00 ～ 16:00. Provide consultation for your daily life.

（Please contact us before coming to the office.）

☎ 766 － 8783・FAX766 － 8893　Coproduction Division   

母子相談（完全予約制）
▶ 28 日（木）13:30 ～ 16:00
役場相談室
▶電話相談   月～金 9:00 ～
17:00 阪神北県民局☎ 0797
－ 83 － 3142
◇県母子父子自立支援員による
相談

児童相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による 18 歳
未満の子どもに関する相談

DV 相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による配偶者
などからの暴力に関する相談

☎ 767 － 7477
こども課

障がい者・児相談
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター　
◇障がい者 ( 児 ) の生活と就労
に関する相談・支援

☎ 766 － 5444
障害者相談支援センター

人権相談
▶ 11 日（水）13:00 ～ 16:00
日生住民センター
◇日常生活でのい
やがらせ、いじめ、
虐待、不当な差別
など（法務省人権
擁護委員による相
談）

☎ 768 － 0001

消費生活相談
▶月曜日　日生住民センター　
▶水・金曜日　役場消費生活相
談コーナー　いずれも 10:00 ～
12:00、13:00 ～ 16:00
◇多重債務や悪質商法などのト
ラブル防止

☎ 766 － 1110
消費生活相談コーナー

法律相談
▶ 25 日（月）13:30 ～ 16:30
日生住民センター（電話受付 4
日（月）8:45 ～、先着 6 人）
◇相続・離婚など民事トラブル
について、弁護士による相談（1
人 30 分間）

行政相談
▶ 25 日（月）13:30 ～ 16:00
日生住民センター（行政相談委員
平尾宅☎ 769 － 0057・塗家宅
☎ 0797 － 91 － 0381 で随時相
談可）
◇行政に対する苦情や要望

☎ 766 － 8707
企画財政課秘書広報室

農業者年金相談
▶４日（月）10:00 ～ 12:00
役場相談室
◇農業者年金の加入・受給に関
すること

農地流動化相談
▶ 11 日（月）、18 日（月）
10:00 ～ 12:00 役場相談室
◇農業規模拡大や農地の貸し借
りなど 

☎ 766 － 8709
産業観光課

教育相談
▶来所相談（要予約）火～金
9:00 ～ 17:00
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00
◇学校・日常生活や学業・進路・
心身の悩みなど

☎ 765 － 2065
教育支援センター

心配ごと相談
▶ 12 日 （火）日生住民センター
▶ 19 日 （火）ふらっと六瀬
▶ 26 日 （火）ゆうあいセンター
いずれも 10:00 ～ 12:00 
◇民生委員による生活全般の困
りごと相談

☎ 764 － 5814
民生委員・児童委員協議会

障がい者相談
▶ 28 日（木）13:30 ～ 15:30
障害者福祉センター
◇当事者団体の相談員による身
体・知的・精神障がい者の相談

☎ 766 － 8701
福祉課

高齢者福祉相談
▶常時 8:45 ～ 17:30 ゆうあ
いセンター（随時訪問相談可）
◇介護・高齢者福祉に関する相談

成年後見相談
▶ 15 日（金）10:00 ～ 12:00

（11 日までに申し込み）
◇成年後見制度に関する相談

（1 人 60 分間）
☎ 764 － 5812

地域包括支援センター

母子相談（完全予約制）
▶ 23 日（木）13:30 ～ 16:00
役場相談室
▶電話相談   月～金 9:00 ～
17:00 阪神北県民局☎ 0797
－ 61 － 5176
◇県母子父子自立支援員による
相談

児童相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による 18 歳
未満の子どもに関する相談

DV 相談
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による配偶者
などからの暴力に関する相談

☎ 767 － 7477
こども課

障がい者・児相談
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター　
◇障がい者 ( 児 ) の生活と就労
に関する相談・支援

☎ 766 － 5444
障害者相談支援センター

教育相談
▶来所相談（要予約）火～金
9:00 ～ 17:00
▶電話相談 月～金 
9:00 ～ 17:00
◇学校・日常生活
や 学 業・ 進 路・ 心
身の悩みなど

☎ 765 － 2065
教育支援センター

消費生活相談
▶月曜日　日生住民センター　
▶水・金曜日　役場消費生活相
談コーナー　いずれも 10:00 ～
12:00、13:00 ～ 16:00
◇多重債務や悪質商法などのト
ラブル防止

☎ 766 － 1110
消費生活相談コーナー

法律相談
▶ 27 日（月）13:30 ～ 16:30
日生住民センター（電話受付 7
日（火）8:45 ～、先着 6 人）
◇相続・離婚など民事トラブル
について、弁護士による相談（1
人 30 分間）

行政相談
▶ 27 日（月）13:30 ～ 16:00
日生住民センター
◇普段の生活で困っているこ
とや、行政への意見・要望な
どに対してのアドバイスや相
談窓口の紹介など

☎ 766 － 8707
企画財政課秘書広報室

農業者年金相談
▶ 7 日（火）10:00 ～ 12:00
役場相談室
◇農業者年金の加入・受給に関
すること

農地流動化相談
▶ 13 日（月）、20 日（月）
10:00 ～ 12:00 役場相談室
◇農業規模拡大や農地の貸し借
りなど 

☎ 766 － 8709
産業観光課

心配ごと相談
▶　7 日 （火）日生住民センター
▶ 21 日 （火）ふらっと六瀬
▶ 28 日 （火）ゆうあいセンター
いずれも 10:00 ～ 12:00 
◇民生委員による生活全般の困
りごと相談

☎ 764 － 5814
民生委員・児童委員協議会

障がい者相談
▶ 23 日（木）13:30 ～ 15:30
障害者福祉センター
◇当事者団体の相談員による身
体・知的・精神障がい者の相談

☎ 766 － 8701
福祉課

人権相談
▶ 8 日（水）13:00 ～ 16:00
役場２階第 1 会議室
◇日常生活でのいやがらせ、い
じめ、虐待、DV、不当な差別
など（法務省人権擁護委員によ
る相談）

☎ 768 － 0001
ふらっと六瀬

高齢者福祉相談
▶常時 8:45 ～ 17:30 ゆうあ
いセンター（随時訪問相談可）
◇介護・高齢者福祉に関する相談

成年後見相談
▶ 17 日（金）10:00 ～ 12:00

（13日までに申し込み、先着２人）
◇成年後見制度に関する相談

（1 人 60 分間）
☎ 764 － 5812

地域包括支援センター

内　容

☎0120-711-898
株式会社Ｌ＆Ｂソリューション
大阪市北区中津6-11-3 7F
http://www.landb.jp/
 

ギャンブル的なお金の増やし方
ではなく資産運用の基礎の基礎
をお伝えいたします。
商品の勧誘等は一切ありませ
んのでお気軽にお越しください。

5/14（火）
①10：30～11：30
②14：30～15：30
5/19（日）
①10：00～11：00
②13：30～14：30

日　時

猪名川町文化体育館
（イナホール）

場　所

猪名川町社会福祉会館

参加無料！

　　                         ファイナンシャルプランナー

     講師　 浅野  重子
　消費税増税、物価上昇、少子高齢化等、先の見えない
将来に対して預金だけでは十分カバーできなくなってき
ました。正しい知識を持てば投資は決して怖いものでは
ありません。勇気を出して一歩踏み出してください。

要予約 ※ご予約はお電話かＨＰから

　年間約100件以上のご相談をお受けし、お客様の
立場に立った親身な対応と分かりやすい説明で毎回
好評を得ています。
　２児の母親でもあるため子育て世代のご相談を多
数お受けしています。

預金だけで大丈夫!?～今話題のiDeCo・つみたてNISA・外貨建て商品etc～

　　 マネーセミナー ☆
☆

☆
☆

病児・病後児保育を
ご利用ください！

　「明日は仕事で大事な会議があるのに、
子どもが熱を出しちゃった…。保育園に
も行けないし、どうしよう…。」
　子育て世帯のお父さんやお母さん、こ
んな経験をされたことはありませんか？
　そのような悩みを解決するために、町
では、生駒病院（広根）と連携し、病気な
どが理由で、一時的に保育所などでの集団
生活が困難なお子さんをお預かりする「病
児・病後児保育事業」を行っています。

対象となる子ども
　次の 4 項目すべてに該当する子ども
☆町内在住の生後 6 か月から小学 3 年生
☆病気などの回復に至っていない、または
回復期で集団保育が受けられない
☆入院および点滴や吸入などの必要がない
と診断されている
☆保育者の就労・疾病・冠婚葬祭など、社
会的な理由により家庭での保育が難しい

対象となる病気
　風邪や下痢など、子どもが日常的にかか
る病気、インフルエンザなどの感染症、ぜ
んそくなどの慢性疾患、骨折やけがなどの
外傷性疾患など

利用について
▶ところ　医療法人社団衿

き ん せ い か い

正会　生駒病院
（広根字九十九 8、
☎ 766 － 0172）
▶定員　1 日 あ た
り 2 人
▶利用日　月～金
曜日、午前 8 時～
午後 6 時※年末年
始は休み
▶利用期間　土日祝を除く連続 7 日以内
▶費用　1 回 2,000 円、給食費 300 円（弁
当持参可、アレルギーがある場合は要弁当
持参、離乳食にも対応可※予約時に要確認）

利用方法
　利用には事前登録が必要です。あらかじ
め町ホームページからの電子申請または、
こども課に備え付けの申請書に必要事項を
記入・提出し、登録をしてください。
※利用にあたっては、生駒病院
への電話予約、医療機関の受診
が必要です。詳しくは町ホーム
ページまたは同課窓口までお問
い合わせください。

▷申込・問合せ　こども課 ( ☎ 767 － 7477)

猪名川
町役場

N

至川西市

至篠山郵便局

広根大水
口交差点

至川西市

新名神高速道路

さくら池
自然公園

12

324

奥の谷
交差点

大原公園

至日生
中央生駒病院

お子さんの急な
病気に


